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共通の申請方法

（案）

1 3年 3年

資格が付与される日 4月1日 4月1日

資格が付与される期間 ４月１日から３年後の３月３１日まで

申請の受付 時期・期間 10月1日ー11月30日 10月1日ー11月30日

資格が付与される日
毎月１５日締め、遅くとも翌々月１日

（地方公共団体の判断により、当該日を早めることができる。）
毎月15日締め※１、遅くとも翌々月１日から※２

（地方公共団体の判断により、当該開始時期（翌々月１日）を早めることができる。）

資格が付与される期間 資格が付与された日から当該日の属する資格の有効期間の終了日まで

申請の受付 時期・期間
４月１６日（閉庁日である場合は翌営業日）から次期定期申請の受付期間の開始日直前の８月１５日

（地方公共団体の判断により、当該期間を拡大することができる。）
定期申請の資格の有効期間開始日（４月１日）ー次回定期申請直前の1月３１日

（地方公共団体は任意に受付期間を拡大することができる）

資格が付与される日
定期申請に係る資格の有効期間の開始日の１年後及び２年後の４月１日

（地方公共団体の判断により、当該日を早めることができる。）
遅くとも申請月※３の６か月後の１日から

（地方公共団体の判断により、当該開始時期を早めることができる※４)

資格が付与される期間 資格が付与された日から当該日の属する資格の有効期間の終了日まで

申請の受付 時期・期間
毎年１０月１日から１０月３１日まで（定期申請の受付を行う年を除く。）

（地方公共団体の判断により、当該期間を拡大し、また、受付回数を増やすことができる。）
定期申請の翌年度以降の10月１日ー10月31日

申請書・財務諸表は日本語で記載すること。
なお、その他の書類のうち外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること

申請書・財務諸表は日本語
その他の外国語で記載された必要書類は日本語訳を付記又は添付

金額欄については、出納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省令第９５号)第１６条に規定する
外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること

財務省告示の外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載

6  資格者名簿等をHP（又はシステム）で公表 資格者名簿等をHP（又はシステム）で公表

7  HP（又はシステム）で公表 HP（又はシステム）で公表

4 追加申請

5

金額欄の記載方法

共通の申請方法

備考

3 随時申請

資格の有効期間

2 定期申請

 審査結果の通知方法

 資格を有する者の名簿の公開

・定期申請の受付は全団体実施

・随時申請を行うかどうかは、各団体の任意
※１　 随時申請の受付期間を任意に拡大した場合にお
いて、現行有効期間（N年度～N＋２年度）に係る申請
については、N＋２年度１月１５日まで
※２　定期申請の受付終了後の新規有効期間（N＋３年
度～N＋５年度）に係る申請については、翌年度（N＋３
年度）の４月１日から資格付与（定期申請以後の随時申
請は、定期審査が優先され、４月１日に資格が付与され
るとは限らない）

・追加申請の受付を行うかどうかは各団体の任意

申請に使用する言語
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